
整理
番号

第１回目評価委員会ま
でに要した時間（月）

現在までの時間（月）
遺族への説明までに要

した時間（月）

1 未 0.2 未
2 未 0.4 未
3 未 0.9 未
4 未 0.8 未
5 未 1.0 未
6 未 1.3 未
7 未 2.0 未
8 未 2.1 未
9 未 2.0 未

10 未 2.7 未
11 未 3.2 未
12 未 3.4 未
13 未 3.9 未
14 未 4.0 未
15 未 4.1 未
16 未 4.2 未
17 未 5.2 未
18 未 5.6 未
19 未 11.5 未
20 中止 中止 中止
21 0.6 終了 4.8
22 1.8 10.7 未
23 2.1 終了 3.1
24 2.2 終了 5.7
25 2.3 終了 10.9
26 2.5 終了 5.6
27 2.7 7.7 未
28 2.8 終了 6.8
29 3.0 終了 9.9
30 3.0 6.3 未
31 3.6 終了 7.4
32 3.6 終了 未
33 4.4 終了 8.3
34 4.7 7.9 未
35 5.0 終了 9.7
36 5.1 終了 9.6
37 5.5 6.9 未
38 5.9 終了 8.2
39 6.0 終了 7.4
40 6.2 終了 9.9
41 6.3 8.3 未
42 6.4 終了 8.5
43 6.6 終了 11.6
44 7.0 7.8 未
45 7.0 終了 11.3
46 7.6 終了 14.3
47 7.9 10.4 未
48 9.8 10.7 未
49 11.2 11.9 未

3.1
（※　評価委員会が開催されていないものに
限る）

(※　受付から第１回の評価委員会開催までに要した時間順に並べてある。）

受付から要した時間経過について
（平成19年 3月31日現在）

4.8 8.4平均
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学会名 札幌 茨城 東京 新潟 愛知 大阪 兵庫 ※神奈川 ※福岡 合計

日本外科学会 7 2 25 3 11 17 7 10 8 90

日本医学放射線学会 9 1 13 1 6 1 1 0 0 32

日本眼科学会 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90

日本救急医学会 5 5 7 5 5 5 5 5 5 47

日本形成外科学会 10 6 10 8 7 6 6 10 10 73

日本産科婦人科学会 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90

日本耳鼻咽喉科学会 10 8 10 7 12 10 9 11 10 87

日本小児科学会 10 10 18 10 10 10 10 10 10 98

日本整形外科学会 10 10 13 10 10 10 10 10 10 93

日本精神神経学会 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

日本脳神経外科学会 6 0 6 6 6 6 6 0 0 36

日本泌尿器科学会 11 10 11 9 11 11 10 11 6 90

日本皮膚科学会 8 10 10 11 9 10 11 8 10 87

日本麻酔科学会 10 10 9 8 8 10 10 10 0 75

日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会 3 10 10 10 8 10 10 2 1 64

日本臨床検査医学会 7 0 9 6 8 10 6 7 0 53

日本歯科医学会 9 7 20 9 10 9 7 0 12 83

日本消化器病学会 10 2 3 7 2 4 2 2 0 32

日本肝臓学会 10 10 10 10 10 11 10 10 12 93

日本循環器学会 9 10 12 10 12 0 12 0 10 75

日本内分泌学会 5 0 6 0 6 10 10 0 3 40

日本糖尿病学会 8 6 10 6 9 10 8 9 10 76

日本腎臓学会 8 5 10 8 8 6 9 7 9 70

日本呼吸器学会 7 9 10 10 10 10 10 10 10 86

日本血液学会 7 7 6 8 9 7 6 3 11 64

日本神経学会 10 10 10 10 10 1 0 9 10 70

日本感染症学会 3 0 4 4 3 3 3 5 3 28

日本老年医学会 9 8 11 2 9 9 9 9 5 71

日本アレルギー学会 11 0 10 11 11 11 11 11 11 87

日本リウマチ学会 9 8 8 7 6 10 8 10 11 77

日本呼吸器外科学会 6 1 11 7 9 11 9 10 1 65

日本消化器外科学会 10 0 7 9 8 10 10 10 0 64

日本小児外科学会 6 10 11 3 7 10 4 10 0 61
日本心臓血管外科学会
日本胸部外科学会 9 0 11 8 11 10 10 10 0 69

内分泌外科 6 0 6 6 5 5 3 8 0 39

計 278 195 348 249 286 283 262 247 208 2356

注２：神奈川と福岡はモデル実施予定の地域である。

関係学会から登録されている協力医の状況について

（臨床立会医及び臨床評価医の登録状況）

平成19年5月7日現在

注１：上記３５学会以外に、日本法医学会、日本病理学会からは解剖担当医師が別途登録されている。
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各学会からのモデル事業への参加状況
平成19年5月7日現在

単位：人
学会名等 札幌 新潟 茨城 神奈川 東京 愛知 大阪 兵庫 福岡 合計

　日本内科学会 1 2 34 7 44
　日本外科学会 3 22 1 7 33
　日本病理学会 3 12 4 31 3 4 2 59
　日本法医学会 3 6 1 31 3 10 4 58
　日本医学放射線学会 1 1 2
　日本眼科学会
　日本救急医学会 2 2 1 5
　日本形成外科学会 1 1
　日本産婦人科学会 5 5
　日本耳鼻咽喉科学会 1 1
　日本小児科学会 6 6
　日本整形外科学会 3 1 3 7
　日本精神神経学会 3 3
　日本脳神経外科学会 2 2 1 5
　日本泌尿器科学会 1
　日本皮膚科学会 1 1
　日本麻酔科学会 2 2 1 1 6
　日本リハビリテーション学会
　日本臨床検査医学会
　日本歯科医学会 1 1
　日本消化器病学会
　日本肝臓学会
　日本循環器学会 1 6 1 8
　日本内分泌学会 3 3
　日本糖尿病学会 1 1
　日本腎臓学会 1 1
　日本呼吸器学会 2 1 3
　日本血液学会 1 1
　日本神経学会 4 1 4 1 10
　日本感染症学会 1 1 2
　日本老年学会
　日本アレルギー学会
　日本リウマチ学会
　日本胸部外科学会
　日本呼吸器外科学会 3 3
　日本消化器外科学会 1 7 2 1 11
　日本小児外科学会
　日本心臓血管外科学会 1 9 1 5 16

計 12 31 14 179 12 33 16 297

注　現在53事例受付、その内委嘱状を発行している協力医の数を示す。
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医
療

従
事

者
の

資
質

の
向

上
（

医
師

法
等

）

【
こ

れ
ま

で
の

制
度

の
課

題
】

 
 ◆

 
業

務
停

止
を

受
け

た
医

師
、
歯

科
医

師
、
薬

剤
師

、

看
護

職
員

は
、

医
業

停
止

期
間

を
過

ぎ
れ

ば
、

特
段

の
条

件
な

く
医

業
（

歯
科

医
業

）
等

に
復

帰
で

き
、

業
務

停
止

と
い

う
行

政
処

分
だ

け
で

は
、

十
分

な
反

省
や

適
正

な
医

業
等

の
実

施
が

期
待

で
き

な
い

。
 

 ◆
 
長

期
に

わ
た

る
業

務
停

止
に

つ
い

て
は

、
停

止
前

の
医

療
技

術
を

保
つ

こ
と

が
困

難
で

あ
り

、
ま

た
、

停
止

期
間

中
の

医
療

技
術

の
進

歩
も

十
分

に
習

得
で

き
て

い
な

い
と

い
う

懸
念

が
あ

る
。

 

 ◆
 

安
全

、
安

心
な

医
療

を
確

保
す

る
観

点
か

ら
、

看

護
職

員
に

関
す

る
制

度
見

直
し

の
検

討
が

必
要

で

あ
る

。
 

【
改

正
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

☆
 

行
政

処
分

を
受

け
た

医
師

等
に

対
す

る
再

教
育

制
度

を
創

設
す

る
。

 
 ☆

 
「

戒
告

」
等
業

務
停

止
を

伴
わ

な
い

新
た

な
行

政
処

分

の
類

型
を

設
置

す
る

。
ま

た
、
長

期
間

の
業

務
停

止
処

分

に
つ

い
て

見
直

し
を

行
う

。
 

 ☆
 

個
人

情
報

保
護

に
配

慮
し

つ
つ

医
師

等
の

氏
名

等
の

情
報

提
供

を
す

る
。

 
 ☆

 
看

護
師

、
助

産
師

等
に

つ
い

て
、
現

行
の

業
務

独
占

規

定
に

加
え

、
名

称
独

占
規

定
を

設
け

る
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 ☆

 
外

国
人

看
護

師
、
救

急
救

命
士

等
に

つ
い

て
も

、
医

師
、

歯
科

医
師

と
同

様
に

、
臨

床
修

練
制

度
の

対
象

と
す

る
。
 

等
 

 
安

心
、

安
全

な
医

療
を

提
供

し
、

国
民

の
医

療
に

対
す

る
信

頼
を

確
保

す
る

た
め

、
行

政
処

分
を

受
け

た
医

師
等

へ
の

再
教

育

制
度

の
創

設
等

、
医

療
従

事
者

の
資

質
の

向
上

に
向

け
た

取
組

み
を

推
進

す
る

。
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